
議案第２号

１ 議案名 令和７年度使用教科用図書に係る徳島県教育委員会の基本方針について

２ 提案理由 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１０条に基づ

き、令和７年度使用の教科用図書の採択に関する基本方針を定める必要

があるため

３ 関係法令 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１０条

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第５条

義務教育課・特別支援教育課
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令和７年度使用教科用図書に係る徳島県教育委員会の基本方針（案）

１ 採択について
○ 県立学校においては、県教科用図書選定審議会の意見を聞き、県教育委員会が採
択する。

○ 市町村立義務教育諸学校においては、１１採択地区ごとに市町村教育委員会が採
択する。

２ 教科用図書採択に臨む基本姿勢
○ 採択権者の責任において、主体的で適正かつ公正な採択が行われるよう指導・助
言・援助を徹底し、公正な採択を確保する。
また、開かれた採択をより一層進めるために、保護者の参画等についても引き続

き指導助言する。

３ 徳島県教科用図書選定審議会委員の選出
○ 無償措置法の定めにより人選を行う。その際、採択地区のバランスを図るととも
に、保護者・女性の委員の選出について、その促進が図られるよう配慮する。

４ 徳島県教科用図書専門調査員会調査員の選出
○ 各教科に関する専門的な知識及び高い教養を有し、教科用図書採択に関して公正
公平な言動がとれる優秀な人物を、地域のバランスを配慮するとともに、市町村教
育委員会及び学校長等の意見などを勘案しながら人選する。
また、採択地区における専門調査員についても、適切な人選が行われるよう指導

助言する。

５ 教科用図書の専門調査
○ 文部科学省の検定に合格し、教科書目録に登載されたすべての教科用図書の中か
ら、本県の児童生徒にとって適切な教科用図書が採択されるよう教科書の内容につ
いての十分な調査研究に努める。
○ 学習指導要領の内容等のどの点を重視しているかなど、各採択権者においてより
参考となるよう内容の一層の工夫・充実を図る。

６ 教科用図書の展示会
○ 法定展示期間において、県内１１箇所の展示会場で開催する。

なお、法定期間終了後においても、可能な限り展示会を実施できるよう配慮する。
○ 展示会の開催について広く県民に周知するために、県教育委員会等の発行する広
報誌やホームページ、市町村の発行する広報誌及び一般新聞紙上等での積極的な広
報を行う。

○ 本年度展示期間 令和６年６月１４日（金）～７月３１日（水）の期間内の
１４日間

（教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第５条の規定による）

７ 県が行う情報公開
○ 県教育委員会に関する情報の公開は、無償措置法施行令第１３条の定める採択期
間終了後の９月１日以降とする。
なお、採択権者においても、採択理由等についての情報を公開するよう指導助言

する。

８ 教科書採択の公正確保について
○ 適正かつ公正な採択が行われるよう、関係者に対して指導助言を徹底する。
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【基本方針 ７（県が行う情報公開）についての参考資料】
項 目 公 開 状 況 備 考

教科用図書選定審議会委員氏名 公開 ９月１日以降請求時
教科用図書選定審議会の議事概要 公開 〃
専門調査員氏名 公開 〃
採択基準 公開 〃
選定資料 公開 〃
採択結果 公開 県庁ＨＰで公開



教科書採択における参考資料



令和７年度徳島県教科用図書採択地区・教科書センター
令和６年４月現在

郡　　市 市　　町　　村

1
徳島・名東・名西

採択地区
（４）

徳島市
名東郡
名西郡

徳島市
佐那河内村

石井町・神山町

１　徳島市
（徳島市立図書館）

徳島教科書センター
〒７７０－０８３４

 徳島市元町１－２４
 ０８８－６５４－４４２１

2
鳴門採択地区

（１）
鳴門市 鳴門市

１　鳴門市
（鳴門市立図書館）

鳴門教科書センター
〒７７２－００１１

鳴門市撫養町大桑島蛭子山49
０８８－６８５－０２５５

3
小松島・勝浦

採択地区
（３）

小松島市
勝浦郡

小松島市
勝浦町・上勝町

　１　小松島市
（小松島市教育委員会）

小松島教科書センター
〒７７３－０００１

小松島市小松島町字新港9-19
 ０８８５－３２－３８１１

4
阿南採択地区

（１）
阿南市 阿南市

１　阿南市
（阿南市立那賀川図書館）

阿南教科書センター

〒７７９－１２３５
阿南市那賀川町苅屋308-1

０８８４－４２－３１１１

5
吉野川採択地区

（１）
吉野川市 吉野川市

１　吉野川市
（吉野川市教育委員会）

吉野川教科書センター
〒７７６－８６１１

吉野川市鴨島町鴨島115番地1
 ０８８３－２２－２２７３

6
阿波採択地区

（１）
阿波市 阿波市

１　阿波市
（阿波市立市場図書館）

阿波教科書センター

〒７７１－１６０２
 阿波市市場町市場字上野段212番

地2
 ０８８－６９６－３９６６

7
美馬採択地区

（２）
美馬市
美馬郡

美馬市
つるぎ町

１　美馬市
（美馬市立図書館）

美馬教科書センター
〒７７９－３６０２

美馬市脇町大字猪尻字西分116-1
 ０８８３－５３－９６６６

8
三好採択地区

（２）
三好市
三好郡

三好市
東みよし町

１　三好市
（池田小学校）

三好教科書センター
〒７７８ー０００１

 三好市池田町ウエノ2379-4
 ０８８３－７２－１２４１

9
那賀採択地区

（１）
那賀郡 那賀町

１　那賀町
（那賀町教育委員会）

那賀教科書センター
〒７７１ー５２０３

那賀郡那賀町和食郷字南川136-2
 ０８８４－６２－１１０６

10
海部採択地区

（３）
海部郡

美波町・牟岐町
海陽町

１　牟岐町
（牟岐町立図書館）

海部教科書センター
〒７７５－０００４

海部郡牟岐町大字川長字新光寺82
 ０８８４－７２－２３００

11
板野採択地区

（５）
板野郡

松茂町・北島町
藍住町・板野町

上板町

１　板野町
（徳島県立総合教育センター）

中央教科書センター
〒７７９ー０１０８

 板野郡板野町犬伏字東谷1-7
 ０８８－６７２－５０００

採択地区名
（　）市町村数

地　　　　　　　域

教科書センター保有数
設置市町村（設置場所）

備　　考
（センター名）

住所
電話番号

-1-



教科書検定・採択の周期

◎：検定 △：採択 ○：使用開始 ◆：「道徳」検定 ▲：「道徳」採択 ●：「道徳」使用開始

年度 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

学校種

検 定 ◆ ◎ ◎ ◎

小学校 採 択 ▲ △ △ △

使用開始 ○ ● 〇 〇 ○

検 定 ◆ ◎ ◎ ◎

中学校 採 択 △ ▲ △ △ △

使用開始 ○ ● 〇 〇 ○

※太線以降は、学習指導要領改訂後の教育課程の実施に伴う教科書についてである。

※小学校は無償措置法施行規則第６条各号に掲げる場合を除いて、令和５年度と同一

の教科書を採択しなければならない。

※中学校は無償措置法施行規則第６条各号に掲げる場合を除いて、令和５年度と異な

る教科書を採択することができる。

新学習指導要領 小学校：令和２年度から全面実施

中学校：令和３年度から全面実施

（注） ※小・中学校は原則として４年ごとに採択替えが行われる。

※特別支援学校・特別支援学級における教科用図書は毎年採択替えができる。

-2-



義務教育諸学校における教科書採択の関係図

県 教 育 委 員 会

(県立学校の採択権者)

④ 付

議 ① 諮問 答申 ②

指導 ③

県 教 科 用 図 書 ・

選 定 審 議 会 助言

・

委嘱 報告 援助

県 教 科 用 図 書

専 門 調 査 員 会

県 立 学 校 国・私立学校 採 択 地 区

採 択 検 討 委 員 会 校 長 市 町 村 教 育 委 員 会

(採択権者) (採 択 権 者)

委嘱 報告

諮問 答申 諮問 答申

教科用図書専門調査員会

採択検討 ○採 択 協 議 会

委員会 (教育長・保護者等)

委嘱 報告 委嘱 報告

教科用図書 教科用図書専門調査員会

専門調査員会
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令和７年度使用中学校用教科用図書採択スケジュール

期日 内 容

(R6)

４月 ○4月26日（金）定例教育委員会付議（基本方針、選定審委員、諮問事項）

①諮問 ○4月30日(火)教科用図書採択事務説明会（各採択地区への説明）

５月 ○5月7日(火)第１回教科用図書選定審議会（採択基準、調査研究の方法等審議）

◎県立中学校 第１回検討委員会

○5月15日(水)県教科用図書（中、附則第９条教科書）専門調査員会（専門調査開始）

６月 ○6月4日(火)県教科用図書専門調査員会（専門調査終了)

○6月11日(火)第２回教科用図書選定審議会（選定資料完成）

②答申

○定例教育委員会（選定資料付議）

※各採択地区、国立・県立・私立の中学校へ送付

７月 ③指導・助言・援助

○各採択地区 ◎県立中学校 第１回教科用図書専門委員会

（選定資料をもとに調査開始）

◎県立中学校 第２回教科用図書専門委員会

○各採択地区

（選定資料をもとに調査終了

◎県立中学校 第２回検討委員会

８月 ◎県教育委員会へ報告 ④付議

◎定例教育委員会（県立中学校教科書採択）

○市町村教育委員会（県へ採択結果報告完了）

○定例教育委員会（県内採択地区教科書採択結果報告）

○採択終了

９月
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令和７年度使用教科用図書等の「見本」本の展示会場
文部科学省検定済み教科書等を次の１１会場で展示します。

【展示期間：６月１４日から７月３１日までの間の１４日間】

教科書 設 置 場 所 開 館 時 間 休 館 日

センター 〔 住 所 〕

１ 徳島 徳島市立図書館 ９時～２１時 毎月第１火

〔徳島市元町 1丁目 24

アミコビル内〕

２ 鳴門 鳴門市立図書館 １階 ９時～１９時 火

〔鳴門市撫養町大桑島蛭子山 49〕

毎月第１金

３ 小松島 小松島市教育委員会 ９時～１７時 土・日

〔小松島市小松島町字新港 9 -19〕

４ 阿南 阿南市立那賀川図書館 １０時～１８時 月

〔阿南市那賀川町苅屋 308 -1〕

５ 吉野川 吉野川市教育委員会 ９時～１７時 土・日

〔吉野川市鴨島町鴨島 115 -1〕

６ 阿波 阿波市立市場図書館 ９時～１９時 月

〔阿波市市場町市場字上野段

212 -2〕

７ 美馬 美馬市立図書館 ９時～１９時 火

〔美馬市脇町大字猪尻字西分

116 -1〕 毎月第３木

８ 三好 三好市立池田小学校 ９時～１７時 土・日

〔三好市池田町ウエノ 2379 -4〕

９ 那賀 那賀町教育委員会 ９時～１７時 土・日

〔 那 賀 郡 那 賀 町 食 郷 字 南 川

136 -2〕

10 海部 牟岐町立図書館 １０時～１８時 月

〔海部郡牟岐町大字川長字

新光寺 82〕

11 中央 県立総合教育センター ９時～１７時

（板野） 平日：２階教科書センター

土日：１階マナビィセンター

〔板野郡板野町犬伏字東谷 1 -7〕

問合せ先 徳島県教育委員会義務教育課 （ TEL:088 -621 -3114）

-5-



教科書採択関係法令等

【学校教育法】
第３４条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省
が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

②～④ （略）
⑤ 第１項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等（国
家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第８条に規定する機関をいう。以下同
じ。）については、政令で定める。

第８２条 第２６条、第２７条、第３１条（第４９条及び第６２条において読み替え
て準用する場合を含む。）、第３２条、第３４条（第４９条及び第６２条において
準用する場合を含む。）、第３６条、第３７条（第２８条、第４９条及び第６２条
において準用する場合を含む。）、第４２条から第４４条まで、第４７条及び第５
６条から第６０条までの規定は特別支援学校に、第８４条の規定は特別支援学校の
高等部に、それぞれ準用する。

附則
第９条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級に
おいては、当分の間、第３４条第１項（第４９条、第４９条の８、第６２条、第７
０条第１項及び第８２条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、文
部科学大臣の定めるところにより、第３４条第１項に規定する教科用図書以外の教
科用図書を使用することができる。

【学校教育法施行規則】
第１３１条 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、複数の種類の障害

を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場
合において、特に必要があるときは、第１２６条から第１２９条までの規定にか
かわらず、特別の教育課程によることができる。

２ 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の検定を
経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用すること
が適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科
用図書を使用することができる。

第１３９条
前条の規定により特別の教育課程による特別支援学級においては、文部科学大臣の
検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特別支援学級を
置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することが
できる。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】
（教育委員会の職務権限）
第２１条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲
げるものを管理し、及び執行する。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
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【義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律】
(都道府県の教育委員会の任務)

第１０条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用
する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する
教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市（特別区を含む。以
下同じ。）町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を除く。）
の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなけれ
ばならない。

(教科用図書選定審議会)
第１１条 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なお
うとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）
の意見を聞かなければならない。

２ 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
３ 選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。

（同一教科用図書を採択する期間）
第１４条 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定める
ところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択す
るものとする。

【義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令】
(教科用図書選定審議会の設置期間)

第７条 教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）を置く期間は、４月
１日から８月３１日までとする。

(選定審議会の所掌事務)
第８条 選定審議会は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査
審議し、及び必要と認めるときは、これらの事項について都道府県の教育委員会に
建議する。
一 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会及び義務教育諸学校（公立
の義務教育諸学校を除く。）の校長の行う教科用図書の採択に関する事務につい
て都道府県の教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成その他
指導、助言又は援助に関する重要事項

二 都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関す
る事項

(選定審議会の委員)
第９条 選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任
命する。この場合において、第１号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、
委員の定数のおおむね３分の１になるようにしなければならない。
一 義務教育諸学校の校長及び教員
二 都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知
識を有する職員並びに市町村の教育委員会の委員、教育長及び事務局に置かれる
指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員

三 教育に関し学識経験を有する者
２ 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定審議会の委員となること
ができない。
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(教育委員会規則への委任)
第１０条 前条に定めるもののほか、選定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、
都道府県の教育委員会規則で定める。

(採択の時期)
第１４条 義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を
使用する年度の前年度の８月３１日までに行わなければならない。

（同一教科用図書を採択する期間）
第１５条 法第１４条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間（以
下この条において「採択期間」という。）は、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）
附則第９条に規定する教科用図書を採択する場合を除き、４年とする。

【徳島県教科用図書選定審議会の委員の定数に関する条例(昭和３９年３月２１日条例第５８号)】
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１１条第２項の規定に基づ

き設置された徳島県教科用図書選定審議会の委員の定数は、２０人とする。

【徳島県教科用図書選定審議会規則(昭和３９年３月２８日教育委員会規則第２号)】
(会長及び副会長)
第２条 選定審議会に、会長及び副会長１人を置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
３ 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
４ 会長は会務を総理する。
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。

(会議)
第４条 選定審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。
２ 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ
ろによる。

(調査員)
第６条 選定審議会に、教科用図書の専門的な調査研究を行なわせるために、教科用
図書専門調査員（以下「調査員」という。）を置く。

２ 調査員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 小学校、中学校、特別支援学校の校長及び教員
二 教育委員会の事務局の指導主事

【教科書の発行に関する臨時措置法施行規則】
第５条 教科書展示会は、６月１日から７月３１日までの間にこれを行うものとし、
毎年その開始の時期及び期間を指示する。

２ 前項の指示は、告示をもってこれを行う。
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